
地域民主主義再興事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規 

則」という。）第４条の規定に基づき、地域民主主義再興事業補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、市町村が行う主権者教育、投票環境向上のための施策（投票所減少防 

止のためのオンライン立会を含む）、市町村議会議員のなり手不足対策等を支援すること 

により、県民一人ひとりが主権者意識を持ち、地域づくりを我がことと考え、積極的に政 

治参加できる社会環境を整備していくことを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１及び２の第１欄に掲げる事業（以下

「補助事業」という。）を行う市町村に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、別表１及び２の第２欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額に、同表の第３欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同表の第４

欄に定める額を限度とする。）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事 

業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する日の３０日前までに行わなければなら 

ない。ただし、４月３０日までに事業着手しようとする場合は、４月１０日までに行うも 

のとする。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式 

第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うも 

のとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、本補助金の増額に係るもの以外の 



変更とする。 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならな 

い。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止 

  若しくは廃止の日から３０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する 

年度の翌年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類 

は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、地 

域社会振興部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

補助対象経費 

３ 

補助率 

４ 

補助上限額 

モデル事業 市町村の行う主権者教育の推進、投票率

向上・投票環境改善、議員のなり手不足

解消のための取組に要する経費（諸謝

金、旅費、会議費、通信運搬費、印刷製

本費、会場借上料、消耗品費、役務費、

委託料、その他補助事業に要する経費） 

１／２ ５００千円 

 

別表２（第３条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

補助対象経費 

３ 

補助率 

４ 

補助上限額 

投票所減少防止

のためのオンラ

イン立会事業 

投票立会人が不足することを理由にし

て当日投票所が減少していく事態の解

消につなげるため、デジタル技術を活用

し、オンラインでの立会を導入するため

の経費（カメラ・通信回線の整備等のた

めの工事請負費、委託料、通信費、備品

購入費、その他補助事業に要する経費） 

１０／１０ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

地域民主主義再興事業計画（報告）書 

 

１ 事業目的 

 

 

２ 事業内容 

 

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

 

４ 事業費内訳                            （単位：円） 

科目 金額 積算内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

５ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） 

  ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

  ※「有」の場合は、活用する補助金等名や事業内容、当該補助金等に係る問い合わせ先 

（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

地域民主主義再興事業収支予算（決算）書 

 

１ 収入                               （単位：円） 

区 分 金 額 備 考 

県補助金（本補助金）   

本補助金以外の補助金等   

その他の収入   

自主財源   

合 計   

※国等により別途、選挙執行経費、補助金、委託費等が支給される場合には、「本補助金 

以外の補助金等」にその金額を記載すること。 

※「その他の収入」がある場合は、備考欄に詳細を記載すること。 

 

２ 支出                               （単位：円） 

区 分 金 額 備 考 

   

   

   

   

合 計   

 ※欄が不足する場合は、適宜追加して記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

年  月  日 

              様 

 

職 氏 名 印 

 

地域民主主義再興事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった地域民主主義

再興事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和

３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記の

とおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

  本補助金の対象事業は、地域民主主義再興事業とし、その内容は、・・・・・・・・・・・・・・・・

とする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容

が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１） 算定基準額     金     円 

（２） 交付決定額     金     円 

 

３ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、地域民主主義再興事業補助金 

交付要綱（令和６年○月○日付第○○号地域社会振興部長通知。以下「要綱」という。） 

第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された 

場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

４ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わ 

なければならない。 


